
大
阪
府
特
別
高
圧
電
力
契
約
者
等
支
援
金
支
給
規
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項

第
三
号
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
者
（
以
下
「
小
売
電
気
事
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
特

別
高
圧
（
七
千
ボ
ル
ト
を
超
え
る
電
圧
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
電
気
の
供
給
を
受
け
る

府
の
区
域
内
に
あ
る
施
設
（
以
下
「
特
別
高
圧
受
電
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
電
力

価
格
の
高
騰
の
影
響
を
受
け
て
い
る
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
を
対
象
と
し

た
大
阪
府
特
別
高
圧
電
力
契
約
者
等
支
援
金
（
以
下
「
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
の
申

請
、
決
定
等
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
支
援
金
に
係
る
予
算
の
執
行
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を

規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
支
援
金
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

（
支
給
の
要
件
） 

第
二
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
者
に
対
し
て
令
和
五
年
四
月
か

ら
同
年
九
月
ま
で
の
電
気
料
金
に
対
す
る
支
援
金
（
以
下
「
第
一
期
支
援
金
」
と
い
う
。
）

を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

令
和
五
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
特
別
高
圧
受
電
施
設
に
つ
い
て
、
小
売
電
気
事
業

者
と
電
気
事
業
法
第
二
条
の
十
三
に
規
定
す
る
小
売
供
給
契
約
（
以
下
「
小
売
供
給
契

約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
て
い
る
者 

ロ 

令
和
五
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
特
別
高
圧
受
電
施
設
内
の
区
画
を
賃
借
し
、
又
は

分
譲
を
受
け
て
、
自
ら
の
事
業
の
用
に
供
し
、
電
力
使
用
量
に
応
じ
た
電
気
料
金
に
相

当
す
る
額
を
負
担
し
て
い
る
者 

ハ 

令
和
五
年
四
月
二
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
特
別
高
圧
受
電

施
設
を
新
た
に
取
得
し
た
者
（
特
別
高
圧
受
電
施
設
内
の
区
画
を
賃
借
し
、
又
は
分
譲

を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

(

１)
 

当
該
特
別
高
圧
受
電
施
設
に
つ
い
て
、
小
売
電
気
事
業
者
と
小
売
供
給
契
約
を

締
結
し
て
い
る
者 

(

２)
 

当
該
特
別
高
圧
受
電
施
設
内
の
区
画
を
賃
借
し
、
又
は
分
譲
を
受
け
て
、
自
ら

の
事
業
の
用
に
供
し
、
電
力
使
用
量
に
応
じ
た
電
気
料
金
に
相
当
す
る
額
を
負
担
し

て
い
る
者 

二 

中
小
企
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
者
又
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
三
条

各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

三 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
七
条
の
四
第

十
七
項
各
号
に
掲
げ
る
法
人
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
同
項
に
規
定
す
る
大
規
模
法
人
で

あ
っ
て
、
中
小
企
業
基
本
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
租
税

特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
七
条
の
四
第
十
七
項
第
一
号
中
「
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出

資
金
の
額
が
一
億
円
を
超
え
る
法
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
金

の
額
が
三
億
円
を
超
え
る
法
人
」
と
す
る
。 



四 

電
気
事
業
法
第
二
条
第
十
七
号
に
規
定
す
る
電
気
事
業
者
で
な
い
こ
と
。 

五 

支
援
金
の
申
請
に
係
る
特
別
高
圧
受
電
施
設
（
以
下
「
申
請
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お

け
る
電
力
使
用
量
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
の
月
の
電
力
使
用
量
が
三
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
を
超
え
る

者
で
あ
る
こ
と
。 

六 

専
ら
他
の
事
業
者
に
使
用
さ
せ
る
目
的
で
申
請
施
設
を
運
営
し
、
電
気
料
金
に
つ
い
て

の
負
担
を
当
該
事
業
者
に
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
者
（
当
該
施
設
内
の
自
ら
の
事
業
の

用
に
供
す
る
目
的
で
占
用
し
て
い
る
区
画
に
つ
い
て
、
電
力
使
用
量
に
応
じ
た
電
気
料
金

に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
者
で
あ
り
、
当
該
区
画
に
係
る
電
力
使
用
量
に
つ
い
て
、
令

和
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
の
月
の
電
力
使
用

量
が
三
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
を
超
え
る
者
を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。 

七 

電
力
価
格
の
高
騰
の
影
響
に
関
し
、
申
請
施
設
に
つ
い
て
、
支
援
金
の
支
給
の
決
定
の

日
ま
で
に
、
国
、
府
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
、
助
成
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。 

八 

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

宗
教
上
の
組
織
又
は
団
体 

ロ 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
又
は
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員

（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
大
阪
府
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十

二
年
大
阪
府
条
例
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
密
接
関
係
者

（
以
下
「
暴
力
団
密
接
関
係
者
」
と
い
う
。
） 

ハ 

従
業
員
、
職
員
又
は
使
用
人
に
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
密
接
関
係
者
が
あ
る
者 

ニ 

法
人
に
あ
っ
て
は
罰
金
の
刑
、
個
人
に
あ
っ
て
は
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
一
年
を

経
過
し
な
い
者 

ホ 

公
正
取
引
委
員
会
か
ら
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
排
除
措
置
命
令
又
は

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
納
付
命
令
を
受
け
、
そ
の
必
要
な
措
置
が
完
了

し
た
日
又
は
そ
の
納
付
が
完
了
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者 

２ 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
者
に
対
し
て
令
和
五
年
十
月
か
ら
同

年
十
二
月
ま
で
の
電
気
料
金
に
対
す
る
支
援
金
（
以
下
「
第
二
期
支
援
金
」
と
い
う
。
）
を

支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

令
和
五
年
十
月
一
日
に
お
い
て
、
特
別
高
圧
受
電
施
設
に
つ
い
て
、
小
売
電
気
事
業

者
と
小
売
供
給
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者 

ロ 

令
和
五
年
十
月
一
日
に
お
い
て
、
特
別
高
圧
受
電
施
設
内
の
区
画
を
賃
借
し
、
又
は

分
譲
を
受
け
て
、
自
ら
の
事
業
の
用
に
供
し
、
電
力
使
用
量
に
応
じ
た
電
気
料
金
に
相

当
す
る
額
を
負
担
し
て
い
る
者 

ハ 

令
和
五
年
十
月
二
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
特
別
高
圧

受
電
施
設
を
新
た
に
取
得
し
た
者
（
特
別
高
圧
受
電
施
設
内
の
区
画
を
賃
借
し
、
又
は



分
譲
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

(
１)

 

当
該
特
別
高
圧
受
電
施
設
に
つ
い
て
、
小
売
電
気
事
業
者
と
小
売
供
給
契
約
を

締
結
し
て
い
る
者 

(

２)
 

当
該
特
別
高
圧
受
電
施
設
内
の
区
画
を
賃
借
し
、
又
は
分
譲
を
受
け
て
、
自
ら

の
事
業
の
用
に
供
し
、
電
力
使
用
量
に
応
じ
た
電
気
料
金
に
相
当
す
る
額
を
負
担
し

て
い
る
者 

二 

前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

三 

申
請
施
設
に
お
け
る
電
力
使
用
量
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
の
月
の
電
力
使
用
量
が
三
万
五
千
キ
ロ
ワ

ッ
ト
ア
ワ
ー
を
超
え
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

四 

専
ら
他
の
事
業
者
に
使
用
さ
せ
る
目
的
で
申
請
施
設
を
運
営
し
、
電
気
料
金
に
つ
い
て

の
負
担
を
当
該
事
業
者
に
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
者
（
当
該
施
設
内
の
自
ら
の
事
業
の

用
に
供
す
る
目
的
で
占
用
し
て
い
る
区
画
に
つ
い
て
、
電
力
使
用
量
に
応
じ
た
電
気
料
金

に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
者
で
あ
り
、
当
該
区
画
に
係
る
電
力
使
用
量
に
つ
い
て
、
令

和
五
年
十
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
の
月
の
電
力

使
用
量
が
三
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
を
超
え
る
者
を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。 

五 

電
力
価
格
の
高
騰
の
影
響
に
関
し
、
申
請
施
設
に
つ
い
て
、
支
援
金
の
支
給
の
決
定
の

日
ま
で
に
、
国
、
府
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
、
助
成
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
（
第
一
期
支
援
金
を
除
く
。
）
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。 

六 

前
項
第
八
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

３ 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
者
に
対
し
て
令
和
六
年
一
月
か
ら
同

年
三
月
ま
で
の
電
気
料
金
に
対
す
る
支
援
金
（
以
下
「
第
三
期
支
援
金
」
と
い
う
。
）
を
支

給
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

令
和
六
年
一
月
一
日
に
お
い
て
、
特
別
高
圧
受
電
施
設
に
つ
い
て
、
小
売
電
気
事
業

者
と
小
売
供
給
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者 

ロ 

令
和
六
年
一
月
一
日
に
お
い
て
、
特
別
高
圧
受
電
施
設
内
の
区
画
を
賃
借
し
、
又
は

分
譲
を
受
け
て
、
自
ら
の
事
業
の
用
に
供
し
、
電
力
使
用
量
に
応
じ
た
電
気
料
金
に
相

当
す
る
額
を
負
担
し
て
い
る
者 

ハ 

令
和
六
年
一
月
二
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
特
別
高
圧
受

電
施
設
を
新
た
に
取
得
し
た
者
（
特
別
高
圧
受
電
施
設
内
の
区
画
を
賃
借
し
、
又
は
分

譲
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

(

１)
 

当
該
特
別
高
圧
受
電
施
設
に
つ
い
て
、
小
売
電
気
事
業
者
と
小
売
供
給
契
約
を

締
結
し
て
い
る
者 

(

２)
 

当
該
特
別
高
圧
受
電
施
設
内
の
区
画
を
賃
借
し
、
又
は
分
譲
を
受
け
て
、
自
ら

の
事
業
の
用
に
供
し
、
電
力
使
用
量
に
応
じ
た
電
気
料
金
に
相
当
す
る
額
を
負
担
し

て
い
る
者 

二 

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 



三 

申
請
施
設
に
お
け
る
電
力
使
用
量
に
つ
い
て
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
の
月
の
電
力
使
用
量
が
三
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ

ト
ア
ワ
ー
を
超
え
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

四 
専
ら
他
の
事
業
者
に
使
用
さ
せ
る
目
的
で
申
請
施
設
を
運
営
し
、
電
気
料
金
に
つ
い
て

の
負
担
を
当
該
事
業
者
に
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
者
（
当
該
施
設
内
の
自
ら
の
事
業
の

用
に
供
す
る
目
的
で
占
用
し
て
い
る
区
画
に
つ
い
て
、
電
力
使
用
量
に
応
じ
た
電
気
料
金

に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
者
で
あ
り
、
当
該
区
画
に
係
る
電
力
使
用
量
に
つ
い
て
、
令

和
六
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
の
月
の
電
力
使

用
量
が
三
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
を
超
え
る
者
を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。 

五 

電
力
価
格
の
高
騰
の
影
響
に
関
し
、
申
請
施
設
に
つ
い
て
、
支
援
金
の
支
給
の
決
定
の

日
ま
で
に
、
国
、
府
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
、
助
成
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
（
第
一
期
支
援
金
及
び
第
二
期
支
援
金
を
除
く
。
）
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て

い
な
い
こ
と
。 

六 

第
一
項
第
八
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

４ 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
者
に
対
し
て
令
和
八
年
一
月
か
ら
同

年
三
月
ま
で
の
電
気
料
金
に
対
す
る
支
援
金
（
以
下
「
第
四
期
支
援
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給

す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

イ 

令
和
八
年
一
月
一
日
に
お
い
て
、
特
別
高
圧
受
電
施
設
に
つ
い
て
、
小
売
電
気
事
業

者
と
小
売
供
給
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者 

 
 

ロ 

令
和
八
年
一
月
一
日
に
お
い
て
、
特
別
高
圧
受
電
施
設
内
の
区
画
を
賃
借
し
、
又
は

分
譲
を
受
け
て
、
自
ら
の
事
業
の
用
に
供
し
、
電
力
使
用
量
に
応
じ
た
電
気
料
金
に
相

当
す
る
額
を
負
担
し
て
い
る
者 

 
 

ハ 

令
和
八
年
一
月
二
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
特
別
高
圧
受

電
施
設
を
新
た
に
取
得
し
た
者
（
特
別
高
圧
受
電
施
設
内
の
区
画
を
賃
借
し
、
又
は
分

譲
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 
 

⑴ 

当
該
特
別
高
圧
受
電
施
設
に
つ
い
て
、
小
売
電
気
事
業
者
と
小
売
供
給
契
約
を

締
結
し
て
い
る
者 

 
 

 
 

⑵ 

当
該
特
別
高
圧
受
電
施
設
内
の
区
画
を
賃
借
し
、
又
は
分
譲
を
受
け
て
、
自
ら

の
事
業
の
用
に
供
し
、
電
力
使
用
量
に
応
じ
た
電
気
料
金
に
相
当
す
る
額
を
負
担

し
て
い
る
者 

 

二 

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 

三 

申
請
施
設
に
お
け
る
電
力
使
用
量
に
つ
い
て
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
の
月
の
電
力
使
用
量
が
三
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ

ト
ア
ワ
ー
を
超
え
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

 

四 

専
ら
他
の
事
業
者
に
使
用
さ
せ
る
目
的
で
申
請
施
設
を
運
営
し
、
電
気
料
金
に
つ
い
て

の
負
担
を
当
該
事
業
者
に
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
者
（
当
該
施
設
内
の
自
ら
の
事
業
の

用
に
供
す
る
目
的
で
占
用
し
て
い
る
区
画
に
つ
い
て
、
電
力
使
用
量
に
応
じ
た
電
気
料
金

に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
者
で
あ
り
、
当
該
区
画
に
係
る
電
力
使
用
量
に
つ
い
て
、
令

和
八
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
の
月
の
電
力
使



用
量
が
三
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
を
超
え
る
者
を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。 

五 

電
力
価
格
の
高
騰
の
影
響
に
関
し
、
申
請
施
設
に
つ
い
て
、
支
援
金
の
支
給
の
決
定
の

日
ま
で
に
、
国
、
府
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
、
助
成
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
（
第
一
期
支
援
金
、
第
二
期
支
援
金
及
び
第
三
期
支
援
金
を
除
く
。
）
の
支
給
の

決
定
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。 

六 

第
一
項
第
八
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

  

（
支
援
金
の
額
） 

第
三
条 

第
一
期
支
援
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
申
請
施
設
一
箇
所
に

つ
き
、
支
援
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
月
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
単
価
に
知
事
が
別

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
電
力
使
用
量
を
乗
じ
た
額
を
上
限
と
し
て
知
事
が
定
め
る

額
と
す
る
。 

一 

令
和
五
年
四
月
か
ら
同
年
八
月
ま
で 
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
あ
た
り
三
・
五
円 

二 

令
和
五
年
九
月 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
あ
た
り
一
・
八
円 

２ 

第
二
期
支
援
金
の
額
は
、
申
請
施
設
一
箇
所
に
つ
き
、
支
援
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
月

ご
と
に
、
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
あ
た
り
一
・
八
円
に
知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算

出
し
た
電
力
使
用
量
を
乗
じ
た
額
を
上
限
と
し
て
知
事
が
定
め
る
額
と
す
る
。 

３ 

第
三
期
支
援
金
の
額
は
、
申
請
施
設
一
箇
所
に
つ
き
、
支
援
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
月

ご
と
に
、
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
あ
た
り
一
・
八
円
に
知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算

出
し
た
電
力
使
用
量
を
乗
じ
た
額
を
上
限
と
し
て
知
事
が
定
め
る
額
と
す
る
。 

４ 

第
四
期
支
援
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
申
請
施
設
一
箇
所
に
つ
き
、

支
援
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
月
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
単
価
に
知
事
が
別
に
定

め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
電
力
使
用
量
を
乗
じ
た
額
を
上
限
と
し
て
知
事
が
定
め
る
額

と
す
る
。 

一 

令
和
八
年
一
月
及
び
同
年
二
月 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
あ
た
り
二
・
三
円 

 

二 

令
和
八
年
三
月 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
あ
た
り
〇
・
八
円 

 

（
支
援
金
の
支
給
の
申
請
） 

第
四
条 

支
援
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
知
事
に
対
し
、
そ
の
定
め
る
期
日

ま
で
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
支
援
金
の
支
給
の
決
定
等
） 

第
五
条 

知
事
は
、
支
援
金
の
支
給
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
書
類
等
に

よ
り
当
該
申
請
の
内
容
を
審
査
し
、
支
援
金
を
支
給
す
べ
き
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
支
援

金
の
支
給
の
決
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
適
正
な
支
給
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
支

援
金
の
支
給
の
申
請
に
係
る
事
項
に
つ
き
修
正
を
加
え
て
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
す
る
も



の
と
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
申
請
に
係
る
書
類
等
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請

を
し
た
事
業
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
相
当
の
期
間
内
に
事
業
者
が
補
正
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
知
事

は
、
当
該
申
請
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
あ
る
。 

４ 

知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
の
決
定
を
受
け
た
事
業
者
に
係
る
情

報
の
う
ち
、
事
業
者
の
名
称
並
び
に
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
に
関
す
る
情
報
を
公
表
す
る

場
合
が
あ
る
。 

（
支
援
金
の
支
給
の
決
定
等
の
通
知
） 

第
六
条 

知
事
は
、
支
援
金
の
支
給
の
可
否
を
決
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
決
定
の
内

容
を
、
支
援
金
の
支
給
の
申
請
を
し
た
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
支
給
未
済
の
支
援
金
） 

第
七
条 

知
事
は
、
第
二
条
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
事
業
者
（
個
人
に
限
る
。
）
が
支
援
金

の
支
給
の
申
請
を
し
た
後
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
の

で
き
る
支
援
金
で
そ
の
支
給
を
受
け
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
支
援
金
を
、
そ

の
事
業
者
の
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
相
続
人
が
そ
の
う
ち

指
定
す
る
代
表
者
。
以
下
「
相
続
人
」
と
い
う
。
）
に
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
続
人
が
第
二
条
第
一
項
第
八
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
支
援
金
を
支
給
し
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
援
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る

書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
知
事
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
五
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
に
支
援
金
を
支
給
す
る
場

合
に
お
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
三
項
中
「
当
該
申
請
を
し
た
事

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
相
続
人
」
と
、
同
項
中
「
に
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
に
相
続
人
」

と
、
前
条
中
「
支
援
金
の
支
給
の
申
請
を
し
た
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
申
し
出
た
相
続
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
決
定
の
取
消
し
） 

第
八
条 

知
事
は
、
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
受
け
た
事
業
者
（
相
続
人
が
支
援
金
の
支
給
の

決
定
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
死
亡
し
た
事
業
者
）
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
支
援
金
の
支
給
の
決
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

一 

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
支
援
金
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め

る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
（
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

イ 

第
一
期
支
援
金 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

ロ 

第
二
期
支
援
金 

第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

ハ 

第
三
期
支
援
金 

第
二
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

ニ 

第
四
期
支
援
金 

第
二
条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し



て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

二 

支
給
の
決
定
を
し
た
日
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
八
号
イ
に
該
当
し
て
い
た
こ
と

が
判
明
し
た
と
き
（
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

三 
第
二
条
第
一
項
第
八
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き

（
支
援
金
を
支
給
し
た
後
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
第
四
条
の

規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
当
時
に
第
二
条
第
一
項
第
八
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

四 

第
二
条
第
一
項
第
八
号
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
重
大
な
不
正
行
為
を
し

た
と
知
事
が
認
め
た
と
き
。 

五 

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
書
類
等
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
虚
偽
が
判
明
し
た
と

き
。 

２ 

知
事
は
、
相
続
人
が
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
相
続
人
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
支
援
金
の
支
給
の
決
定
を
取
り
消
す
も
の
と

す
る
。 

一 

第
二
条
第
一
項
第
八
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き

（
支
援
金
を
支
給
し
た
後
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
前
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
当
時
に
第
二
条
第
一
項
第
八
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

二 

第
二
条
第
一
項
第
八
号
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
重
大
な
不
正
行
為
を
し

た
と
知
事
が
認
め
た
と
き
。 

三 

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
虚
偽
が
判
明
し

た
と
き
。 

３ 

知
事
は
、
事
業
者
又
は
相
続
人
（
以
下
「
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
の
責
め
に
帰
す
べ
き

事
由
に
よ
り
、
知
事
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
支
援
金
の
支
給
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
支

援
金
の
支
給
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。 

４ 

第
六
条
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
を
し
た
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。 

 

（
支
援
金
の
返
還
） 

第
九
条 

知
事
は
、
支
援
金
の
支
給
の
決
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
し
た
場
合
に
お
い

て
、
既
に
支
援
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
返
還
を
命
ず
る
も

の
と
す
る
。 

２ 

支
援
金
の
返
還
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
等
の
負
担
と
す
る
。 

（
違
約
金
及
び
延
滞
金
） 

第
十
条 

事
業
者
等
は
、
第
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
（
同
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
取
消
し
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
関
し
、
支
援
金
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
支
援
金
の
返
還

の
ほ
か
、
違
約
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
府
に
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
違
約
金
の
額
は
、
支
援
金
の
受
領
の
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
日
数
に
応

じ
、
当
該
支
援
金
の
額
（
そ
の
一
部
を
納
付
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
後
の
期
間
に
つ
い
て



は
、
既
納
額
を
控
除
し
た
額
）
に
つ
き
年
十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
よ
り
計
算
し
た

額
と
す
る
。 

２ 
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
違
約
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
事
業

者
等
の
納
付
し
た
金
額
が
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
支
援
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
は
、
そ
の
納
付

金
額
は
、
ま
ず
当
該
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
支
援
金
の
額
に
充
て
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。 

３ 

事
業
者
等
は
、
支
援
金
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
を
納
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
か
っ
た

と
き
は
、
納
期
日
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
そ
の
未
納
付
額
に
つ
き
年

十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
額
の
延
滞
金
を
府
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
定
め
る
違
約
金
又
は
延
滞
金
の
額
の
計
算
に
つ
き
こ
れ
ら
の

規
定
に
定
め
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
閏

じ
ゆ
ん

年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い
て
も
、
三
百
六
十
五

日
当
た
り
の
割
合
と
す
る
。 

５ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
違
約
金
及
び
延
滞
金
の
納
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
適
用
除
外
） 

第
十
一
条 

支
援
金
に
関
し
て
は
、
大
阪
府
補
助
金
交
付
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
大
阪
府
規
則

第
八
十
五
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
委
任
） 

第
十
二
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
支
援
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知

事
が
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
五
年
規
則
第
七
六
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
六
年
規
則
第
六
〇
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
七
年
規
則
第
二
二
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
人
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

拘
禁
刑
又
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
他
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
規

則
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
無
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
無
期
の
禁
錮
（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法

律
第
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る

禁
錮
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑

期
を
同
じ
く
す
る
有
期
の
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同

じ
く
す
る
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。 

附 

則
（
令
和
八
年
規
則
第
六
十
一
号
） 



こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


